
宇陀市公告第１１６号 

 
 宇陀市立榛原こども園給食調理業務委託に係る公募型プロポーザルを実施す

るので、次のとおり公告する。 

 
令和７年 １０月 ６日 

 
宇陀市長 金剛 一智 

 
 
１ 公募型プロポーザルに付する事項 
（１）業務名 
  宇陀市立榛原こども園給食調理業務委託 
（２）履行場所 

   
        

 
（３）委託期間 
  契約締結日から令和１０年３月３１日 

   但し、令和８年３月は、業務実施の引継ぎ期間とし、給食開始日は、令

和８年４月１日からとする。 
（４）委託金額の上限 

   ￥４３，６０８，０００円（消費税及び地方消費税を含まない額） 
    各年度の委託金額の上限 令和８年度  ￥２１，８０４，０００円 
                令和９年度  ￥２１，８０４，０００円 
 （５）委託の内容 
   宇陀市立榛原こども園給食調理業務委託仕様書のとおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設名 所在地 

榛原こども園 宇陀市榛原下井足１０５-１（予定） 



２ 応募要件 
  次に掲げる要件をすべて満たすこと。 
  （１）地方自冶法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項に該当しない者であること。 
  （２）宇陀市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領（平成２６年

９月３０日告示第８４号）に基づく入札参加資格停止措置を受けてな

い者であること。 
  （３）会社更生法（平成１４年法律第１４５号）又は民事再生法（平成１

１年法立第２５５号）に基づく更生手続き又は再生手続きの開始の申

し立てがなされていない者であること及びその開始決定されていない

者であること。 
  （４）会社経歴及び経営状態が正常かつ良好なこと。 

（５）宇陀市物品購入等競争入札(見積り)参加資格者名簿に登録されている 
者であること。 

  （６）保育所・こども園の給食施設での給食調理業務の受託実績があるこ

と。 
  （７）保育所・こども園給食に深い理解を有し、こども園給食調理の目標

達成に協力的であること。また、アレルギー対応給食の提供について

理解していること。 
  （８）食育に関する指導体制、社員の教育、安全・衛生管理体制、事故発

生時の保証体制、社員が欠けた場合の即時サポート体制が確立されて

いること。 
  （９）契約時に、市が認める保育所・こども園給食調理業務の実績がある

保証人を確保できること。 
      （１０）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法立

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を

行う者でないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



３ 公募型プロポーザルへの参加 
  本プロポーザルに参加を希望する者は、別に定める「宇陀市立榛原こども

園給食調理業務委託プロポーザル実施要領」の内容を理解した上で、提案書

類を提出すること。  

 
（１）提出先 
  奈良県宇陀市榛原下井足１７番地の３ 
  宇陀市 健康福祉部 こども未来課 
（２）提出方法 
  直接持参すること 

 
４ 提出期日 
（１）参加意思表明書の提出締切り：令和７年１０月２４日まで 

 
（２）提案書類等の受付：令和７年１０月２７日～１１月４日まで 


